
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年２月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 沈没 

発生日時 平成２６年７月１４日 ０１時５０分ごろ 

発生場所 千葉県千葉港千葉第３区（千葉港第７号灯標付近） 

 千葉港稲毛海浜公園Ａ導流堤灯台から真方位１６４°１,７７０ｍ

付近 

 （概位 北緯３５°３５.８′ 東経１４０°０４.３′） 

事故の概要  押船おおしまは、浚渫
しゅんせつ

船に係留中、浸水して沈没した。 

事故調査の経過  平成２６年７月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 おおしま、１９８.１１トン 

   １１７７３０、アキ・マリン株式会社（船舶借入会社） 

   ２８.８０ｍ×８.６０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関２基、１,９１２kＷ（合計）、昭和５０年４月 

 乗組員等に関する情報 船長Ａ 男性 ５９歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５１年９月１０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１０月１８日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１１月９日 

機関長Ａ 男性 ５４歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成９年４月１１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２４年３月２６日 

  免状有効期間満了日 平成２９年４月１０日 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ６、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ  

 第２海堡
ほ

における７月１３日１５時００分～２４時００分までの観

測値は、次のとおりであった。 
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日付 時刻 有義波 波向 風向 

 

風速 

（m/s） 

 
波 高

(cm) 

周 期    

(s) 

１３日 15:00 ３３ ３.０ 南 南南西 ７.６ 

16:00 ３１ ２.９ 東南東 南 ８.７ 

17:00 ３１ ３.０ 西南西 南 ７.５ 

18:00 ３５ ２.９ 南西 南西 ８.９ 

19:00 ５３ ３.０ 南南西 南南西 ９.５ 

20:00 ６０ ３.３ 南南西 南南西 ９.９ 

21:00 ７５ ４.７ 南南東 南西 ９.０ 

22:00 ７５ ４.１ 南南東 南南西 ６.８ 

23:00 ６１ ３.８ 南東 南西 ７.９ 

24:00 ５８ ４.１ 南東 南西 ７.４ 

 

 

事故の経過 Ａ船は、浚渫工事会社に用船され、船長Ａ及び機関長Ａほか２人が

乗り組み、土砂運搬船を押航する作業に従事していた。 

Ａ船は、平成２６年７月１３日、その日の作業を終え、１５時３０

分ごろ、千葉港第７号灯標付近に船尾を風上に向け、スパッドを海底

に打ち込んで停泊していた浚渫船（１,９４８トン、以下「Ｂ船」と

いう。）の左舷側船首寄りに、船首約２.２ｍ、船尾約３.４ｍの喫水

をもって右舷着けで係留した。 

機関長Ａは、係留後、機関室に赴いて主機を停止し、関係する海水

弁を閉め、１６時３０分ごろ、運転中の発電機の状態を点検しながら

機関室内を見回り、ビルジ量等に異常がないことを確認した。 

Ａ船の乗組員は、１６時３０分ごろから船内で食事をとり、テレビ

を見るなどしたのち、１８時００分ごろ各自の居室に戻って休息をと

った。 

揚錨船（総トン数１９トン）は、Ｂ船左舷側のＡ船の船尾方に係留

していたが、２１時～２２時ごろ、風向は変わらないものの、風が強

くなり、波とうねりが高まったのでＢ船の右舷側に移動し、船首を風

上に向けて接舷した。 

 船長Ａは、１４日０１時００分ごろ、トイレに行くために起床し、

船橋甲板の下の右舷側出口から船外に出てＡ船の船尾付近を見たとこ

ろ、Ａ船が右舷側に傾斜した状態で船尾部が沈み、海面が上甲板の機

関室入口付近にまで達していることに気付き、身の危険を感じて乗組

員全員に本船から退避するよう指示した。 

機関長Ａは、Ａ船の船尾部が沈み、船体が船尾側に約１５°傾斜し

ている状況を認め、浸水箇所を確認しようと機関室に入ったところ、
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機関室中央床のプレート上には浸水を認めなかったものの、左舷主機

の過給機近くの排気管接続部から一瞬水が流れ出たのを認め、主機の

排気口が水に浸
つ

かっているのではないかと思った。 

Ａ船は、０１時２０分ごろ乗組員全員がＢ船に退避し、Ｂ船の水中

ポンプを使って排水を試みようと準備したものの、開口部からの浸水

量が多くてどうにもならず、０１時３０分ごろ沈没し、船橋上部を海

面上に出した状態で着底した。 

 Ａ船は、平成２６年７月２８日船舶借入会社が手配したサルベージ

会社によって引き揚げられ、廃船として解体業者に売却され、７月３

０日千葉県富津市のスクラップヤードへえい
．．

航されて浸水原因等の調

査が行われた。 

 その他の事項 

 

Ａ船は、航行区域を平水区域として登録され、船尾の推進装置室に

３６０°回転可能なダクト付き可変ピッチプロペラを２基備え、機関

室の左右両舷に推進装置駆動用の主機２基が、中央に発電機２基がそ

れぞれ設置されていた。 

機関室は、船尾側に係船索等を格納する倉庫（縦２.０ｍ、横８.６

ｍ、高さ２.８ｍ）及び推進装置室（縦５.１ｍ、横８.６ｍ、高さ２.

２ｍ）が隣接しており、同倉庫との間の隔壁が水密構造になってい

た。 

両舷主機の排気管は、それぞれ機関室後部隔壁を貫通し、倉庫内を

通って推進装置室の両脇を通り、船尾の排気口へと導かれていたが、

高温となるため、断熱材で覆われた防火構造となっており、断熱材を

取り外さないと腐食等の有無を確認できなかった。 

推進装置室の天井は、上甲板より約１ｍ高く、船尾甲板として使用

されていた。 

発電機の排気管は、主機の排気管と同様に配管され、排気口近くで

主機の排気管に接続されていた。 

主機の排気口は、船尾端の左右両舷にあって直径が約４０cm で、船

尾喫水３.４ｍではその下端が海面上約１.４ｍの高さにあった。 

船長Ａは、ふだん、天気予報、他船の停泊状況等を見てＡ船の停泊

場所を決めており、錨泊を含め、日によって停泊場所は様々であった

が、主機の排気口から海水が浸入するとは思っておらず、波高及び風

向きに対し特に注意を払っていなかった。 

Ａ船は、本事故後、船体が引き揚げられたが、浮上させた状態では

浸水が認められず、‘右舷側の主機排気口’（以下「本件排気口」とい

う。）から注水したところ、‘推進装置室内を通る排気管接続部の蛇腹

式伸縮継手’（以下「本件継手」という。）の底部から漏水が認めら

れ、同部に腐食による破口が見られたことから、本件排気口から入っ

た海水が、倉庫及び推進装置室に滞留して船尾部が沈下した可能性が

あることが判明した。 
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左舷側の本件継手は、機関長Ａが乗船する前に交換されており、漏

水は認められなかったが、取り外された旧品には腐食による破口が見

られた。 

Ａ船の開口部は、本事故発生時、推進装置室及び倉庫の上甲板上の

水密扉及びハッチは閉まっていたが、両舷の機関室出入口及び居住区

出入口の扉が開いていた。 

Ａ船は、主機及び発電機等に異常があれば警報装置が作動し、船橋

及び機関室の警報盤で知らせるようになっていたものの、機関室及び

推進装置室にはビルジの高位警報装置がなかった。 

本件継手は、取付位置が本件排気口よりも低かった。 

船長Ａ及び機関長Ａは、Ａ船の船舶借入会社に所属し、船長は約５

年前から、機関長は約３年前から本船に乗り組んでおり、本事故発生

場所での浚渫工事に平成２６年６月中ごろから従事していた。 

Ａ船の乗組員は、全員船内に宿泊しており、夜間は各自の居室に戻

って休息し、当直者はいなかった。 

（写真１ 主機の排気口、写真２ 推進装置室及び倉庫、写真３ 右

舷側本件継手の漏れ状況、写真４ 右舷側本件継手 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 Ａ船は、千葉港第７号灯標付近において、スパッドを海底に打ち込

んで停泊しているＢ船に船尾方から風浪を受ける体勢で係留中、右舷

側の本件継手に腐食による破口を生じていたことから、本件排気口か

ら浸入した海水が、同破口部から漏れて推進装置室及び倉庫に滞留

し、船尾部が沈下して上甲板上の開口部から海水が流入して沈没した

ものと考えられる。   

 Ａ船は、推進装置室にビルジの高位警報装置がなかったことから、

浸水の状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、千葉港第７号灯標付近において、スパッドを海

底に打ち込んで停泊しているＢ船に船尾方から風浪を受ける体勢で係

留中、右舷側の本件継手に腐食による破口を生じていたため、本件排

気口から浸入した海水が、同破口部から漏れて推進装置室及び倉庫に

滞留し、船尾部が沈下して上甲板上の開口部から海水が流入したこと

により発生したものと考えられる。 

参考  船舶借入会社は、再発防止策として以下の措置を採った。 

・運航する同型船舶について、本件継手を整備するとともに、機関

室にビルジの高位警報装置を装備し、浸水を機関室ビルジの増加

で早期に検知できるようにした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え
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られる。 

・排気口が船尾にある船舶は、船尾を風浪に向けて停泊しないこ

と。 

・定期的に排気管の損耗状況を点検すること。 

・推進装置室にビルジの高位警報装置を装備することが望ましい。 

 

 

 

写真１ 主機の排気口 

 

 

 

写真２ 推進装置室及び倉庫 

 

      

 

 

 

倉庫ハッチ 

推進装置室

水密扉 

漏水テスト実施

のため、排気口

に鉄板溶接中 

本件排気口 
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写真３ 右舷側本件継手の漏れ状況 

 

     

写真４ 右舷側本件継手 

 

右舷側本件継手 

漏水 

本件排気口へ 


